
人
権
擁
護
委
員
会
事
件
処
理
細
則 

  
 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
細
則
は
、
人
権
擁
護
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

い
う
。
）
が
行
う
人
権
問
題
及
び
人
権
侵
害
に
関
す
る
事
件
の
調
査
、

研
究
、
処
理
等
に
関
す
る
手
続
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 

（
申
立
手
続
） 

第
二
条 

人
権
侵
害
に
関
す
る
事
件
（
以
下
「
事
件
」
と
い
う
。
）
の

申
立
て
は
、
福
島
県
弁
護
士
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。
）
又
は

本
会
の
人
権
擁
護
委
員
会
に
対
し
、
被
害
者
、
事
件
関
係
者
、
弁

護
士
そ
の
他
の
者
が
、
申
立
て
の
趣
旨
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書

面
を
提
出
し
て
行
う
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭

に
よ
る
申
立
て
を
妨
げ
な
い
。 

 

（
受
理
手
続
） 

第
三
条 

事
件
の
申
立
て
は
、
本
会
の
本
部
及
び
各
支
部
で
受
理
す

る
。 

２ 
 

口
頭
に
よ
る
申
立
て
を
受
け
た
と
き
は
、
事
件
の
受
付
を
担
当

す
る
本
会
の
会
員
又
は
本
会
の
職
員
が
適
宜
申
立
書
を
作
成
し
て
、

口
頭
申
立
て
と
付
記
し
て
、
署
名
捺
印
す
る
。 

３ 
 

当
事
者
の
呼
称
は
、
申
立
人
、
被
害
者
、
相
手
方
と
す
る
。 

４ 
 

事
件
申
立
書
に
、
作
成
年
月
日
、
作
成
名
義
人
の
氏
名
（
弁
護

士
で
あ
っ
て
、
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
の
場
合
に
は
、

職
務
上
の
氏
名
を
い
う
。
）
及
び
押
印
、
申
立
人
の
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
相
手
方
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
電
話
番
号
等
の

形
式
的
事
項
並
び
に
人
権
侵
犯
の
内
容
、
場
所
、
時
間
等
事
件
の

特
定
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
過
誤
又
は
不
備
の
あ
る
と
き
は
、

提
出
者
に
補
正
を
促
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
件
の
内
容
に

照
ら
し
補
正
が
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

５ 
 

支
部
に
お
い
て
事
件
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
担
当
し
た
会
員

又
は
職
員
は
、
申
立
書
に
受
付
年
月
日
を
記
載
し
て
認
印
し
、
申

立
書
の
写
し
を
一
通
作
成
し
て
支
部
に
保
管
し
、
原
本
を
本
部
に

送
付
す
る
。 

６ 
 

本
部
は
、
直
接
受
理
し
た
事
件
及
び
支
部
か
ら
送
付
を
受
け
た

事
件
を
、
事
件
簿
に
登
載
し
、
申
立
書
に
受
付
年
月
日
及
び
事
件

番
号
を
記
入
し
て
、
担
当
者
が
そ
の
か
た
わ
ら
に
認
印
す
る
。 

７ 
 

年
度
及
び
事
件
番
号
は
、
「
人
権
」
と
表
示
し
て
歴
年
度
に
従
い
、

順
次
番
号
を
付
す
る
。
事
件
名
は
、
そ
の
内
容
に
照
ら
し
、
委
員

長
及
び
副
委
員
長
が
定
め
る
。 

８ 
 

申
立
書
に
は
受
付
後
表
紙
を
付
し
、
必
要
な
用
紙
を
加
え
て
、

記
録
を
編
成
す
る
。 

９ 
 

本
部
は
、
支
部
か
ら
送
付
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
、
当
該
支

部
に
対
し
本
部
で
受
け
付
け
た
年
月
日
、
事
件
番
号
、
事
件
名
及

び
当
事
者
を
通
知
し
、
通
知
し
た
年
月
日
を
記
録
に
記
入
す
る
。 

10 

前
項
の
通
知
を
受
け
た
支
部
は
、
通
知
を
受
け
た
事
項
を
備
付



け
の
事
件
簿
に
記
入
す
る
。 

11 
本
部
は
、
事
件
を
受
理
し
た
と
き
及
び
支
部
か
ら
送
付
を
受
け

た
と
き
は
、
申
立
人
に
対
し
、
速
や
か
に
、
個
人
情
報
の
第
三
者

提
供
に
関
す
る
同
意
書
を
添
付
し
た
説
明
書
を
送
付
す
る
。 

 
 

（
調
査
開
始
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
前
条
に
よ
る
申
立
て
の
あ
っ
た
事
件
及
び
日

本
弁
護
士
連
合
会
、
弁
護
士
会
連
合
会
又
は
他
の
弁
護
士
会
か
ら

移
送
の
あ
っ
た
事
件
の
う
ち
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
又
は
そ
の
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
き
調
査
を
開
始
す
る
。 

２ 
 

前
項
の
他
、
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
人
権
問
題
や

人
権
侵
害
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
 

委
員
長
は
、
事
件
に
つ
い
て
予
備
審
査
を
必
要
と
認
め
た
と
き

は
、
遅
滞
な
く
自
ら
又
は
指
名
し
た
委
員
に
よ
り
予
備
審
査
を
実

施
す
る
。 

４ 
 

委
員
会
は
、
前
項
の
事
件
に
つ
い
て
は
予
備
審
査
の
結
果
報
告

を
受
け
た
後
、
そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
は
申
立
書
の
受
理
後
、

速
や
か
に
調
査
を
開
始
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
。 

５ 
 

委
員
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
調
査
を
担
当
す
る
委
員
（
以

下
「
担
当
委
員
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
小
委
員
会
） 

第
五
条 

委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
小
委
員
会
を
設
け

事
件
の
調
査
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
 

小
委
員
会
の
委
員
は
、
委
員
会
に
お
い
て
選
任
し
、
小
委
員
会

の
委
員
長
は
、
そ
の
委
員
の
互
選
に
よ
る
。 

 
 

（
委
員
の
除
斥
及
び
回
避
） 

第
六
条 

委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

事
件
に
関
す
る
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

一 

当
該
事
件
の
申
立
人
、
被
害
者
又
は
相
手
方
（
以
下
「
当
事

者
」
と
総
称
す
る
。
）
で
あ
る
と
き
。 

 
 

二 

当
事
者
の
親
族
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。 

 
 

三 

当
事
者
の
法
定
代
理
人
、
後
見
人
、
後
見
監
督
人
、
保
佐
人

若
し
く
は
補
助
人
で
あ
る
と
き
又
は
あ
っ
た
と
き
。 

 
 

四 

当
事
者
の
顧
問
弁
護
士
で
あ
る
と
き
。 

２ 
 

委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
事

者
の
申
出
に
よ
り
事
件
に
関
す
る
職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 
 

一 

当
該
事
件
の
証
人
、
鑑
定
人
又
は
委
員
会
の
参
考
人
と
な
っ

た
と
き
。 

 
 

二 

当
事
者
の
代
理
人
、
弁
護
人
又
は
補
佐
人
と
な
っ
た
と
き
。 

 
 

三 

公
務
員
と
し
て
当
該
事
件
を
職
務
上
取
り
扱
っ
た
と
き
。
た

だ
し
、
法
務
局
の
人
権
擁
護
委
員
又
は
裁
判
所
調
停
委
員
と
し

て
関
与
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

四 

当
該
事
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
か
ら
事
件
処
理
の
依
頼
を
受

け
、
こ
れ
に
応
じ
た
と
き
。 

３ 
 

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
委
員
は
、
当
該
事
件
に
関
与
す
る
こ



と
に
よ
り
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
著
し
く
公
正
を
欠
く
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
委
員
長
の
許
可
を
得
て
事
件
を
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

（
調
査
） 

第
七
条 

委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
日
本
弁
護
士
連
合

会
、
弁
護
士
会
連
合
会
、
他
の
弁
護
士
会
、
公
務
所
又
は
公
私
の

団
体
に
照
会
し
て
事
実
調
査
を
依
頼
し
、
そ
の
協
力
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。 

２ 
 

委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
、

弁
護
士
会
連
合
会
又
は
他
の
弁
護
士
会
と
共
同
し
て
事
実
調
査
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 
 

委
員
会
は
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
事
実
調
査
に
際
し
、
当

事
者
又
は
そ
の
関
係
者
に
対
し
、
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。 

（
調
査
の
報
告
） 

第
八
条 

小
委
員
会
又
は
担
当
委
員
は
、
担
当
す
る
事
件
に
つ
い
て

調
査
を
遂
げ
た
と
き
は
、
調
査
結
果
及
び
事
件
処
理
に
関
す
る
意

見
を
書
面
を
も
っ
て
委
員
会
へ
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
書

面
に
は
、
申
立
て
及
び
事
実
調
査
の
概
要
、
人
権
侵
害
の
有
無
に

つ
い
て
の
判
断
並
び
に
こ
れ
に
対
し
て
と
る
べ
き
措
置
を
記
載
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
事
件
の
処
理
決
定
） 

第
九
条 

委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
件
の

処
理
を
決
定
す
る
。 

 
 

一 

不
開
始 

予
備
審
査
の
結
果
、
調
査
を
開
始
し
な
い
と
き
。 

 
 

二 

移
送 

 

他
の
委
員
会
、
弁
護
士
会
、
弁
護
士
会
連
合
会
、
日

本
弁
護
士
連
合
会
に
事
件
を
移
送
す
る
と
き
。 

 
 

三 

司
法
的
措
置 

 

告
発
、
準
起
訴
、
再
審
等
の
手
続
を
と
り
、

又
は
こ
れ
ら
の
手
続
に
協
力
す
る
と
き
。 

 
 

四 

警
告 

加
害
者
、
監
督
者
等
に
対
し
て
委
員
会
の
意
見
を
通

告
し
、
反
省
を
求
め
る
と
き
。 

 
 

五 

勧
告
・
要
望 

 

加
害
者
、
監
督
者
等
に
対
し
て
、
被
侵
害
者

の
救
済
又
は
侵
害
の
予
防
に
つ
き
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

要
望
す
る
と
き
。 

 
 

六 

助
言
・
協
力 

被
侵
害
者
、
申
立
人
ら
に
対
し
、
人
権
の
回

復
又
は
救
済
手
続
に
つ
き
、
助
言
を
与
え
、
又
は
協
力
す
る
と

き
。 

 
 

七 

不
処
置 

調
査
の
結
果
、
人
権
の
侵
害
又
は
侵
害
の
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
た
と
き
。 

 
 

八 

中
止 

 

当
事
者
、
関
係
人
の
死
亡
、
行
方
不
明
、
申
立
て
の

取
下
げ
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
、
事
件
の
調
査
又
は
前
各
号
の

事
件
処
理
が
困
難
又
は
不
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 
 

九 
不
採
用 

申
立
事
件
が
次
の
イ
か
ら
ヌ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
。 



 
 

イ 

人
権
救
済
を
求
め
る
内
容
で
な
い
こ
と
が
一
見
明
白
な
申

立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

ロ 
内
容
が
意
味
不
明
又
は
理
解
不
能
な
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

ハ 
委
員
会
が
前
に
不
採
用
、
不
開
始
又
は
不
処
置
と
決
定
し

た
事
件
と
同
一
内
容
の
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

ニ 

委
員
会
が
既
に
な
し
た
処
理
に
対
す
る
異
議
、
苦
情
、
求

釈
明
等
を
内
容
と
す
る
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

ホ 

明
ら
か
に
委
員
会
に
お
い
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い

申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

へ 

申
立
人
を
特
定
せ
ず
、
か
つ
、
申
立
人
と
連
絡
を
と
る
こ

と
が
で
き
な
い
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

ト 

内
容
が
不
明
確
で
、
補
正
要
請
に
対
し
一
か
月
以
内
に
回

答
の
な
い
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

チ 

既
に
弁
護
士
会
に
申
立
て
が
な
さ
れ
た
も
の
と
同
一
内
容

の
申
立
て
で
あ
る
と
き
。 

 
 

リ 

申
立
人
が
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
に
関
す
る
同
意
書
を

一
か
月
以
内
に
返
送
し
な
い
と
き
。 

 
 

ヌ 

司
法
手
続
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
救
済
す
る
こ
と
が
相
当

と
認
め
ら
れ
る
事
件
で
あ
る
と
き
。 

十 

通
知 

刑
務
所
、
拘
置
所
に
対
す
る
申
立
事
件
の
う
ち
、
次

の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
調
査
を
開
始

せ
ず
に
被
申
立
機
関
に
申
立
て
の
内
容
を
通
知
す
る
こ
と
が
相

当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

イ 

施
設
管
理
者
の
合
理
的
裁
量
の
範
囲
内
の
事
項
に
関
す
る

申
立
て
で
あ
り
、
苦
情
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
な
も
の
。 

 
 

ロ 

人
権
侵
害
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
侵
害
の
程
度
が

軽
微
で
要
望
等
の
処
理
を
す
る
程
度
で
な
い
こ
と
が
明
ら

か
な
も
の
。 

 
 

ハ 

処
遇
の
改
善
を
求
め
る
申
立
て
で
、
事
実
認
定
を
し
て
い

る
と
適
切
な
処
遇
の
機
会
を
失
う
も
の
。 

 
 

十
一 

そ
の
他
の
適
切
な
処
置 

 
 

（
処
理
） 

第
十
条 

委
員
会
が
前
条
の
処
理
を
相
当
と
認
め
る
旨
の
決
定
を
し

た
と
き
は
、
委
員
長
は
、
速
や
か
に
、
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨

を
会
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
 

事
件
の
処
理
は
、
会
長
及
び
委
員
長
の
連
名
で
行
う
。 

３ 
 

会
長
が
第
一
項
の
報
告
に
基
づ
き
処
理
を
決
定
し
た
と
き
は
、

委
員
長
は
、
速
や
か
に
申
立
人
に
対
し
、
そ
の
結
果
を
送
付
す
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
送
付
す
る
必
要
が
な
い
場
合
又
は
送
付

す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

４ 
申
立
人
に
対
す
る
送
付
は
、
変
更
の
届
出
が
な
い
限
り
、
申
立

書
記
載
の
肩
書
住
所
地
に
普
通
郵
便
で
送
付
す
る
方
法
に
よ
る
。 

 
 

（
費
用
の
負
担
） 



第
十
一
条 

 

本
会
は
、
事
件
の
調
査
に
要
し
た
費
用
の
う
ち
、
次
に

掲
げ
る
費
用
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

一 
通
信
費
及
び
記
録
の
閲
覧
謄
写
費
用 

 
 

二 

出
張
費
用 

 
 

三 

そ
の
他
必
要
や
む
を
得
な
い
費
用
の
実
費 

２ 

担
当
委
員
又
は
小
委
員
会
の
委
員
長
は
、
前
項
の
費
用
の
支
給

を
希
望
す
る
と
き
は
、
委
員
長
を
通
じ
て
会
長
に
対
し
、
書
面
に

よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
事
件
記
録
の
作
成
） 

第
十
二
条 

 

委
員
会
は
、
事
件
の
処
理
に
つ
き
事
件
記
録
を
作
成
し
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

申
立
人
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

二 

申
立
受
理
の
年
月
日
、
受
理
番
号
及
び
事
件
名 

 
 

三 

加
害
者
又
は
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

四 

調
査
の
開
始
又
は
不
開
始
及
び
当
該
決
定
の
年
月
日 

 
 

五 

担
当
委
員
又
は
担
当
小
委
員
会
名
及
び
小
委
員
会
の
委
員
長

の
氏
名
（
職
務
上
の
氏
名
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、

職
務
上
の
氏
名
を
い
う
。
） 

 
 

六 

調
査
報
告
の
年
月
日 

 
 

七 

処
理
決
定
の
年
月
日
及
び
そ
の
種
別 

 
 

八 

処
理
の
結
果
の
概
要 

 
 

（
事
件
簿
へ
の
記
入
） 

 
 

第
十
三
条 

 

委
員
会
は
、
処
理
を
終
え
た
事
件
に
つ
き
、
前
条
第
一

項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
を
事
件
簿
に
記
入

し
、
支
部
か
ら
送
付
を
受
け
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
前
条
各
号
に

規
定
す
る
事
項
を
支
部
宛
通
知
す
る
。 

２ 
 

支
部
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
事
項
を
事
件
簿

に
記
入
す
る
。 

 
 

（
書
面
の
様
式
） 

第
十
四
条 

 

こ
の
細
則
の
手
続
に
関
す
る
書
類
の
様
式
は
、
別
に
定

め
る
。 

 
 

（
総
会
へ
の
報
告
） 

第
十
五
条 

 

委
員
会
は
、
毎
年
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
本
会

の
総
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
委

員
会
は
、
申
立
人
、
被
害
者
等
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
、
配
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一 

活
動
の
内
容 

 
 

二 

申
立
事
件
の
処
理
経
過 

 

附 

則 

 
こ
の
細
則
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
の
承
認
が
あ
っ
た
日
（
平
成

二
十
三
年
八
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。 

 


